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Ⅰ 事業所について
問１　事業所の業種について　　
事業所の業種については，第２次産業が５１.６％と５割強となっています。

	業　　　　　　　　　種
	事業所数
	構成比

	第 ２ 次産業
	建設業
	  ２
	５１．６％

	
	製造業
	４４
	

	第 ３ 次産業
	運輸業
	  ４
	４５．０％

	
	卸・小売業
	１２
	

	
	金融・保険業
	  ３
	

	
	飲食・宿泊業
	  ４
	

	
	医療・福祉
	１１
	


	
	サービス業
	  ６
	

	そ　 の　 他
	   ３
	　３．４％

	合　　　　　　　　　計
	  ８９
	 １００．０％
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問２　事業所の従業員について
　従業員数は，３０人以下の事業所が約３割と最も多く占めており，２００人を超える事業所は，１割と少なくなっています。


問３　事業所の現在の従業員の状況について
従業員の状況は，「どちらかというと正規従業員が多い」が６割強と最も多くなっており，次いで「どちらかというとアルバイト，パートタイムが多い」が約３割となっています。


＊その他（・主として協力業者に業務を委託　・正規従業員とアルバイト・パートタイムが半数ずつ）
問４　事業所の管理職に占める女性の割合について　　　　　　　
事業所の管理職に占める女性の割合については，「女性の管理職はいない」と答えた事業所が
４６.１％と，女性の管理職登用の少ない状況がうかがえます。

[image: image2]問５　女性の管理職がいない理由について（複数回答）     
女性の管理職がいない理由について尋ねたところ，「管理能力の面で，女性の適任者が少ない」が２４．２％と最も多く，次いで「将来管理者になる可能性のある女性はいるが，現在のところ在職年数などを満たしていない」が２１．２％と多くなっています。
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Ⅱ 女性の積極的活用の取り組みについて
問６　貴事業所では，女性を積極的に活用するため，何か取り組んでいることがありますか。（複数回答）
女性を積極的に活用するための取り組みについては，「責任のある仕事を付与している」と答えた事業所が２３.９％と最も多く，次いで「男性と同等の教育訓練・研修等を行っている」が    １９.９％となっています。
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問７　貴事業所では，女性が管理職に就くことについてどう思いますか。（複数回答）




Ⅲ 男女が共に働きやすい環境づくりについて
問８　貴事業所では，男女が共に働きやすい環境づくりのために，何か取り組んでいることはありますか。（複数回答）
男女が共に働きやすい環境づくりのための取り組みについては，「性別により評価することがないよう，人事考課基準を明確に定めている」が２１.９％，次いで「就業規則や社内規定などにセクシャル・ハラスメント禁止を明文化している」が２１.４％と最も多くなっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


問９　問８で「再就職，再雇用制度を設けている」と回答した事業所の再雇用の形態はどのようなものですか。



Ⅳ 男女が共に育児・介護をしながら働くことについて
問１０　貴事業所では，男女が共に育児・介護をしながら働くことについて，何か取り組んでいることはありますか。（複数回答）















問１１　問10で「育児・介護における休業制度を設けている」と回答した事業所にお尋ねします。子どもが何歳になるまで育児休業をすることができますか。
育児休業制度については，「1歳未満」が約5割と最も多く，次いで「1歳から1歳６ヶ月未満」が約4割となっています。

問１２　平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に出産又は配偶者が出産した従業員の人数をご記入ください。　　
	１　出産した女性従業員
	９９人

	２　配偶者が出産した男性従業員
	１１５人


問１３　問１２で出産又は配偶者が出産した従業員のうち，育児休業を取得した従業員の人数をご記入ください。
	育児休業を取得した従業員
	人数
	取得率

	１　女性従業員
	５７人
	５７.６％

	２　男性従業員
	３人
	２.６％



[image: image5]
問１４　問10で「育児・介護における休業制度を設けている」と回答した事業所にお尋ねします。介護休業の期間はいつまでですか。
　　介護休業制度については，「３ヶ月未満」が３８.２％と最も多く，次いで「６ヶ月～１年未満」が
　３２．７％となっています。

問１５　平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に介護休暇を取得した従業員の人数をご記入ください。
	従　　業　　員
	取　得　者

	　女性従業員
	２人

	　男性従業員
	２人

	　該当なし
	７６事業所


問１６　育児・介護における休業制度を取得後，会社を辞めざるを得なかった従業員に対して，何か取り組んでいることがありますか。（複数回答）




問１７　貴事業所の女性管理者・従業員の方に回答をお願いします。

働きやすい環境づくりでは何を要望しますか。（複数回答）


Ⅴ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立のとれた生き方）について
問１８　「ワーク・ライフ・バランス」について知っていますか。
　　　　



問１９　問１８で「知っている」と回答した事業所に，ワーク・ライフ・バランス対策　　　の効果についてお尋ねします。（複数回答）

   

 問２０　仕事と家庭の両立支援や男女共同参画社会づくりを進める上で，企業として
取組むべき課題や市に対するご意見・ご要望などがありましたら，自由に
ご記入ください。

●以前一度に３人の女性社員が産休，育児休業の時がありましたが補充ができず，大変苦労しました。通常から企業として，利益を上げ，欧米の様に余裕をもった態勢がとれたら，本人も安心して，休養することができると思い，そうなりたいと思っています。　昨年も１人お産で退職した社員がいましたが，企業としては，育児休業の後も勤めるように，また，再就職を勧めましたが，親に見てもらえなく，自分でしっかり育てたいということで，退職してしまい企業としてもとても残念でした。　
●子どもの為に育児に専念できる時間を増やすのもあるが，市への要望として，子供の医療費免除が他の市町村より低い。子どもを育てることでの医療費補助の支援の仕組拡充を検討してほしいという要望が一番多かったです。
●保育所などの環境整備と料金の見直し。　
●当施設での問題点は，従業員の定着ですが，特に男性職員の定着率の低さです。福祉関係はどうにも女性の職場というイメージがあり，基本給が低いのです。女性であれば何とかやっていける給与額でも，男性でしかもこれから子育てし，学費を何年も支払うお父さんの立場の人には低すぎると思います。特殊な資格がある方はともかく，介護の現場では生活できず，辞める男性が多く困っています。男性だけ給与を高くすると，女性職員から文句がでるので出来ません。やはり，男性職員は必要なので解決したいのです。　　　　　　　
●安心して働くことができるよう，託児所を充実させてほしい。小さな子供をもつ母親への場がもっと増えるといい。（当院でクリニックが休みの日などは開放している）子供が小さいと，どうしても外へ出られないことが多く，母へのストレスが溜まってしまう。出来るだけ交流の場へ行って，気分転換を出来ればと思っています。　
●市民の目に見える形であらゆる分野での，女性への参画を進めることが必要であると思います。　　
●①保育所の入所要件の柔軟性
現状では，保育所入所の要件として，現在就職中又は採用が決定している必要がある自治体が多い。一方多くの企業や職安での失業登録については，保育所に入所していることが条件である場合がある。（実際にあった。）　　これでは，女性の再就職は難しい。保育所の入所要件の緩和が必要。職安や企業の要件緩和は条件付きが難しいが保育所は，比較的容易。　
　②女性自身の意識の変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当社においても（特に本社においては）女性管理職もおり，実際に活躍をしているが，大多数の女性従業員がサブ業務・補助業務以上の責任を持ちたがらない傾向が強い。会社が環境を整えるだけでは（制度を作るだけでは）男女の真の平等は実現しない。ある程度は女性自身が（苦労はするが）会社や周囲との関係の中で従来の慣習や見方を打破する努力も必要。管理職に限らず昇進昇格は男女を問わず各個人の意識にかかわる面が強い。以前に女性管理職者の企業における人数について，公共機関よりアンケート調査があったが，まるで女性管理職者が少ない企業が悪者のように記載されていた。会社の環境・風土整備と女性自身の変化を望む強い意志がなければ，大多数の企業では何も変わらないと思う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　③市等に望むこと　　　　　　　　
　　　余計な制度などはあまり必要ではないと思う。
　　　　むしろ，女性管理職の少ない企業にとっては，登用することそのものに不安があるのだと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市職員で女性管理職者を積極的に企業に各種の交渉や説明に出向かせ，男女で差がないことをアピールするのも必要であると思う。
また、特に製造・建築など重作業系の企業で女性社員が活躍している例をアピールするのも一つかもしれない。　但し,企業規模などが違いすぎると何の例にもならないが。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
育児･介護休業については，金銭面の支援が最低限必要。現在の補助レベルでは生活が維持できない。　　　　
●制度等は本社で作成しているので，事業所では対応できない。　
●女性社員が不足している。　
●小さい子供を安心して，預けられる保育所が現在少なすぎます。
●小学校での学童保育の定員数を増やしてほしい。
●男女共同参画については，現状では特に男性の女性が働くことに対する意識改革が必要と考えています。制度としての充実はもちろんですが，具体的な日常生活の場面での細かな協働が必要です。さらに言えば，女性も自身の生き方を夫や子供だけでなく，社会との関連性を強く意識することが重要です。これが仕事に対する姿勢につながると思います。
●扶養控除の額を年額１５０万円位に上げてもらいたい。現状の控除内では，働きたくても，制限があり，思うように働けない。又，社会保険の関係もあり，収入を増やしたくても出来ないという状況があります。そのため，働く場所，職種も限られて仕事と家庭の両立は困難な部分が多いと思います。また，土日，祭日の保育預りの整備をお願いしたい。預ける所がなく，働くことができない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　


　調査期間　　平成２０年９月８日（月）　～　平成２０年９月３０日（火）





　回収状況　　
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７４．１７％�
�






　実施方法　 訪問依頼　：　趣旨を説明し直接依頼


回　　　収　：　郵送方式（切手貼付返信用封筒同封）





　調査内容　 





調査対象　 　結城市内事業所　：　１２０事業所





　　男女共同参画社会に関する事業所の意識や実態，ニーズ等を把握し，今後の男女共同参画社会づくりの指針となる計画の策定や，事業の効果的な取り組みのための基礎資料を得ることを目的として，アンケート調査を実施しました。
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（・申し出による残業制度。　・事業所内に託児施設を設けることを検討中。　・制度としては設けていないが必要に応じ臨機応変に対処している。 ）








性別により評価することがないよう，人事考課基準を明確に定めている





5.5








20.5








正規従業員と非正規従業員（パートなど）の処遇の均衡に務めている





その他





期限なく必要なだけ取


得できる　5．5％








再就職・再雇用制度を設けている





１年以上 7.3％





その他　





特になにもしていない





25





30





その他（・内規に明文化されていないが，再度採用可。 ・介護該当者がいないため検討していない。 ・辞めざるを得なかった者はいない。）　





その他





現在，制度はなく，またそういった慣行はない





　2.1








現在，制度はないが，慣習として行っている





4.5





今後，実施する予定で，検討している








特に何もしていない








再雇用制度を設け，就業規則や労働契約，内規などに明文化している








賃金格差の是正





育児離職後の再雇用（正規再雇用）　　


　　　





管理職の育成・登用








女性の昇進機会の拡大





短時間勤務（正規雇用）





長期の育児休業








％





20





15





10





（回答数 145件）








5





（回答数  85件）








　0





16.5





15.9





17.2





11.7





2.8








20.0


9





13.8





（パートタイムなど非正規雇用）用　）





知っている 23.5％





2.2





49.4








聞いたことがあるが、よく知


らない   60.0％





聞いたことが


ない16.5％








�





0





10





20





30





40





50





60





70





80





90





100％





13.5





3.4





4.5





12.4





6.7





3.4





2.2%





１％未満





29.3%





女性の管理職はいない  





従業員の状況





１０％以上





１０％未満








（回答数　89件）





５％未満





２％未満





46．1％





13．5％





5．6％





13．5％





2．2％





4．5％





14．6％





管理職に占める女性の割合





�





�





出産した女性従業員





思う





1．事業所について


２．女性の積極的活用の取り組みについて　


３．男女が共に働きやすい環境づくりについて


４．男女が共に育児・介護をしながら働くことについて　


５．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立のとれた生き方）について





�





育児休業を取得した男性従業員





　





配偶者が出産した男性従業員





5.5





9.9





�











（回答数  59件）








フルタイム正規従業員


として再雇用 　４４．４％





14.2





9.9





短時間勤務 正規従業員として再雇用 ６．７％








育児休業を取得した女性従業員








7.7





パートタイム従業員として再雇用　　３５．６％








臨時従業員として再雇用 


４．４％





・フルタイム嘱託雇用 


・本人が希望する雇用形態 





その他　８．９％








6.6





5.5





6.6








男性従業員





�





7.7





11.0





2.2








0





5





10





15





20





女性従業員の定着率の向上





男性従業員の定着率の向上





欠勤率の低減





女性従業員の勤労意欲の向上











男性従業員の勤労意欲の向上
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優秀な人材の確保





女性労働力の確保





生産性の上昇





企業イメージの向上





業務の迅速化





品質・サービスの向上





活気のある職場風土づくりの促進





・時間外労働の削減（ノ―残業デー）


・精神的，肉体的疲労の軽減，育児参加





その他





＊その他（・昇給は意欲能力のみで決まるものではなく，労務構成や対象職務等を勘案して決定している。 該当者があれば，管理者にもすべき。・役割や職種，経験等でまだ管理職対象条件をみたしていない。 ）





女性の多い職場であれば，管理





（回答数　89件）








（回答数　２２６件）








（回答数　１２３件）








（回答数 １８７件）





（回答数 ４５件）








（回答数 116件）








（回答数 ７３件）








0








35％








（回答数  91件）








％





育児・介護における休業制度を設けている事業所が５割以上と整備されている一方で，特に何もしていない事業所が１７．２％となっています。


事業所が





「聞いたことはあるが，よく知らない」が６割を占めています。





「ワーク・ライフ・バランス」が実現した社会とは


　「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」です。


個人の仕事と生活の調和の実現には，働く場としての企業の理解や取組みの促進が欠かせません。





人





ま　と　め


このたび，本市の事業所における雇用状況，女性の活用などに関する状況や意識，育児や介護の取組み状況の把握，また，今後労働力人口の減少が見込まれるなかで，事業所と市とが連携して，人材の確保と定着のための施策，特に女性の労働市場への参加を促進する施策などに反映する事を目的とした調査を実施しました。





結城市の男女共同参画に関する事業所の取組み，また女性労働の現状は，「女性管理職はいない」と答えた事業所が４６．１％となっており，女性の管理職登用が遅れていることがうかがえる一方，女性が管理職に就くことについては，「意欲と能力のある女性は，どんどん管理職についた方がよい」が，５６．９％と高く，更なる女性の積極的活用を望んでいる事業所が多い状況です。


しかし，現状では「管理職に就くことができる経験や能力を備えた女性が少ない」が２２．０％を占めており，女性の意識の向上と，能力開発・発揮（エンパワーメント）が期待されています。





また，少子化対策や過労防止については，育児・介護の休業制度を設けている事業所が５０．９％と約５割の事業所が制定しており，働きやすい環境整備がされていることがうかがえます。


しかし，現実には，男性にあっては，仕事優先となり，家事育児など，仕事以外の活動については思うように関わることができず，女性にあっては，家庭責任が重く，特に育児期においては，働きたくても働いていない方が多い状況です。





このような問題を解決するには，事業所，労働，行政等の幅広い関係機関が協力体制を確立し，就職支援，再チャレンジなどの再就職支援，および子育て支援の拡充，少子化対策や過労防止，さらには，人的資源の確保のための対策として，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立のとれた生き方）が，企業業績を上げるうえでの重要なテーマとなっていることがあげられます。









































　　この度のアンケート調査により，市内事業所の





％





どちらかというと嘱託・契約


従業員が多い











どちらかというと派遣従業員が多い











その他　　































































































女性も管理職に就いた方がよい





























（回答数　89件）
































職に就いた方がよい

















その他





男性がよい





に就くのは難しい





が，どちらかというと管理職は





どの負担が大きいため，管理職





女性は，家事や子育て，介護な
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